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少子高齢化、人口減少、グローバル化を始めとする時代の大きな変化の中で、これまで

の働き方のままでは、個人の活動だけでなく、社会全体や個々の企業・組織は持続可能な

ものではなくなるおそれがあり、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

は極めて重要な課題となっている。 

こうした背景等から、仕事と生活の調和の実現に向けて官民が一体となって取り組んで

いくため、経済界、労働界、地方公共団体の代表者、有識者及び関係閣僚により構成され

る「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」において、平成 19 年 12 月、「仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（以下「憲章」という。）が策定された。 

憲章において、仕事と生活の調和が実現した社会を実現するためには、具体的に、①就

労による経済的自立が可能な社会、②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会、

③多様な働き方・生き方が選択できる社会を目指すべきであるとされ、同時に、同会議に

おいて、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（以下「行動指針」という。）が策定

され、これにより企業や働く者、国民の効果的な取組、国や地方公共団体の施策の方針が

定められた。 

その後、政労使のトップの交代、また、経済情勢等の変化や、労働基準法（昭和 22 年

法律第 49号）、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第 76号）の改正等の施策の進展を踏まえ、平成 22年６月、同会議におい

て、憲章及び行動指針が改定された。 

改定された行動指針において、仕事と生活の調和した社会の実現に向けた企業、働く者、

国民、国及び地方公共団体の取組を推進するための社会全体の目標として、政策によって

一定の影響を及ぼすことができる項目（指標）についても見直され、取組が進んだ場合に

達成される水準として、新たに平成 32年等の数値目標が設定されている。 

この政策評価は、憲章及び行動指針に基づくワーク・ライフ・バランスの推進に関する

政策について、総体としてどの程度効果を上げているかなどの総合的な観点から評価を行

い、関係行政の今後の在り方の検討に資するために実施したものである。 
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